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公益財団法人北上市スポーツ協会競技運営費助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、公益財団法人北上市スポーツ協会（以下「協会」という。）が

主催する北上市民スポーツ大会の実施競技（以下「競技」という。）を運営するた

めの助成金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。 

（助成の対象） 

第２条 助成の対象は、協会の加盟団体であって、かつ競技を主管できる競技団体と

する。 

（対象経費） 

第３条 助成金の対象経費は、次の各号に掲げる経費とする。 

(1) 報償費 医師、看護師等救護に携わる者への謝金 

他市町村の競技協会等に派遣を依頼した競技審判員に対する謝金 

(2) 消耗品費 競技を運営するために必要な紙類等事務用品及び競技用消耗品 

(3) 食糧費 競技審判員、競技補助員等競技の運営に携わる者への弁当代及び 

お茶代 

(4) 印刷製本費 プログラム及び成績一覧表等を作成するための印刷代又はコ 

ピー代 

(5) 通信運搬費 競技審判員、競技補助員等競技の運営に携わる者を委嘱する 

ための郵便料金 

(6) 使用料及び賃借料 夜間照明等の施設使用料、コピー機等の使用料、放送 

器具等の借上料 

（助成金の額） 

第４条 助成金は、対象経費の合計額とし、協会が決定した限度額を超えない額とす

る。ただし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。 

（交付申請及び交付決定） 

第５条 助成金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を会長に提

出しなければならない。 

(1) 交付申請書（様式第１） 

(2) 競技実施要項（任意様式） 

(3) 収支予算書（様式第２） 

２ 会長は、提出された書類に誤りがないと認めたときは、交付決定通知書（様式第

３）により助成金の額を通知し、４月末日までに現金又は銀行振込により交付する

ものとする。 

（報告書の提出） 

第６条 競技が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類を会長に提出し、事
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業の実績を報告しなければならない。 

(1) 事業完了報告書（様式第４） 

(2) 実施結果報告書（任意様式） 

(3) 収支決算書（様式第５） 

２ 実施結果報告書には、プログラム及び成績一覧表を添付しなければならない。 

３ 収支決算書には、領収書を添付しなければならない。 

（改廃） 

第７条 この要綱の改廃は、理事会の決議により行うものとする。 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 31年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和２年１月４日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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様式第１（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人北上市スポーツ協会 

会 長         様 

申請者 

協会名 

会長名           印 

 

  年度競技運営費助成金交付申請書 

 

このことについて、助成金の交付を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 助成金申請額            円 

 

２ 第  回北上市民スポーツ大会競技実施要項    別添のとおり 

 

３ 第  回北上市民スポーツ大会収支予算書     別添のとおり 
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様式第２（第５条関係） 

 

収 支 予 算 書 

 

収入の部 

科   目 予 算 額 積 算 内 訳 助成金の額 

助成金    

協会負担金    

    

     

計    

 

支出の部 

科   目 予 算 額 積 算 内 訳 助成金の額 

報償費    

消耗品費    

食糧費    

印刷製本費    

通信運搬費    

 使用料及び賃借料    

    

    

計    

 

 

（注）助成金の額の欄には、助成金で賄う額を記入してください。 
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様式第３（第５条関係） 

 

  年  月  日 

 

協会 

会 長         様 

 

公益財団法人北上市スポーツ協会 

会 長         印 

 

競技運営費助成金交付決定通知書 

 

  年  月  日付けで申請のあった    年度競技運営費助成金につ

いて、内容を審査した結果、次の条件を付して交付することとしたので通知します。 

 

記 

 

金          円 

 

 

１ 経費の配分は、収支予算書のとおりとすること。 

 

２ すべての事業が完了したときは、事業完了報告書、実施結果報告書及び収支決

算書を提出すること。 
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様式第４（第６条関係） 

 

  年  月  日 

 

公益財団法人北上市スポーツ協会 

会 長         様 

申請者 

協会名 

会長名           印 

 

  年度競技運営費助成金事業完了報告書 

 

このことについて、次のとおり事業が完了したので、関係書類を添えて報告しま

す。 

 

記 

 

１ 第  回北上市民スポーツ大会実施結果報告書   別添のとおり 

 

２ 第  回北上市民スポーツ大会収支決算書     別添のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）実施結果報告書には、プログラム及び成績一覧表を添付してください。 
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様式第５（第６条関係） 

 

収 支 決 算 書 

 

収入の部 

科   目 予 算 額 決 算 額 備   考 

助成金    

協会負担金    

    

     

計    

 

支出の部 

科   目 予 算 額 決 算 額 備   考 

報償費    

消耗品費    

食糧費    

印刷製本費    

通信運搬費    

 使用料及び賃借料    

     

     

計    

 

 

（注）領収書を添付してください。 

 

 


